２００８年１２月7日

各労組・団体　御中
全国労働組合総連合

議　　長　　　　大黒作治

全日本金属情報機器労働組合

中央執行委員長　生熊茂実
同　　いすゞ自動車支部

執行委員長　　　松本浩利

いすゞ自動者の１４００人の期間社員・派遣社員の全員解雇を許さない！

会社・裁判所への要請と組合員への激励のお願い
前略　日頃のご奮闘に心から敬意を表します。

　さて、いすゞ自動車は期間社員、派遣社員１４００人を１２月２６日で全員解雇し、寒空のもとに放り出そうとしています。期間社員に渡されているのは、「急激な需要の冷え込みによる大幅な生産計画見直しのため」「臨時従業員規則により解雇いたします」という一枚の解雇予告通知です。こうしたもと、12月3日、ＪＭＩＵいすゞ自動車支部を結成し、会社に解雇撤回を求め、４日には宇都宮地裁に解雇通告の無効を求める、仮処分申請を申し立てたたかいに立ち上がりました。
　組合員らは、請負、派遣、期間社員と呼ばれ方は変わりながらも、３年、５年、長い人は６年を超えていすゞで働き続けてきました。「派遣は期間社員にする」とか「社員登用制度」に期待し、正社員になれる日を心待ちにしながら、がんばってきた労働者を一枚の「解雇予告」通知でクビにするような会社を許すことは出来ません。

　１２月２６日が解雇予告日となっており緊急なお願いで誠に恐縮ですが、以下の３点の取り組みをお願いします。
（１）各団体・個人からいすゞ自動車本社に要請FAX・メールを集中してください。

いすゞ自動車本社  　FAX　 03-5471-1051
mail 　susumu_hosoi@notes.isuzu.co.jp
（２）宇都宮地裁への個人署名にご協力ください。年内中にお送りいただければ幸いです。

（３）支部・組合員への激励の寄せ書き・檄、カンパなどをお送りください。

署名・激励の送付先　〒323-0813　栃木県宇都宮市八千代町2-3-9　栃木県労連
　　カンパ振込先　栃木労働金庫宇都宮支店（普）ＪＭＩＵ栃木地方本部　№2383930
以　上
